
平 成 27 年
12月22日（火）
第2744号

平成27年12月22日　火曜日（1037）

告 示
栃木県告示第586号
　次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定
により告示する。
　　平成27年12月22日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　解除予定保安林の所在場所
　　那須烏山市田野倉字深沢778-13・778-15（以上２筆について次の図に示す部分に限る。）
２　保安林として指定された目的
　　土砂の流出の防備
３　解除の理由
　　道路用地とするため
（ ｢次の図｣ は、省略し、その図面を栃木県庁及び那須烏山市役所に備え置いて縦覧に供する。）

（森林整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第587号
　栃木県薬物の濫用の防止に関する条例（平成27年栃木県条例第31号。以下「条例」という。）第14条第１項
の規定により知事指定薬物の指定がその効力を失ったので、同条第２項の規定により次のとおり告示する。
　　平成27年12月22日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　指定の失効した知事指定薬物の名称
⑴　１－（２，３－ジヒドロベンゾフラン－５－イル）－Ｎ－メチルプロパン－２－アミン（通称名５－Ｍ
ＡＰＤＢ）及びその塩類
⑵　［１－（４－フルオロベンジル）－１Ｈ－インドール－３－イル］（ナフタレン－１－イル）メタノン
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（通称名ＦＵＢ－ＪＷＨ－０１８）及びその塩類
⑶　Ｎ－（４－フルオロフェニル）－Ｎ－［１－（２－フェネチル）ピペリジン－４－イル］ブタナミド
（通称名ｐ－ｆｌｕｏｒｏｂｕｔｙｒｙｌｆｅｎｔａｎｙｌ）及びその塩類
⑷　Ｎ－（１－アミノ－３－メチル－１－オキソブタン－２－イル）－１－（２－フルオロベンジル）－１
Ｈ－インダゾール－３－カルボキサミド（通称名ＡＢ－ＦＵＢＩＮＡＣＡ　２－ｆｌｕｏｒｏｂｅｎｚｙ
ｌ　ｉｓｏｍｅｒ）及びその塩類

２　指定の失効の理由
　　当該知事指定薬物が条例第２条第６号に掲げる薬物に該当するに至ったため。
３　指定の失効の日
　　平成27年12月５日

（薬務課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第588号
　農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号）第18条第１項の規定により、農地中間管理
機構から申請のあった農用地利用配分計画を認可したので、同条第５項の規定により次のとおり公告する。
　　平成27年12月22日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

賃 借 権 の 設 定 等 を 受 け る 者 賃 借 権 の 設 定 等 を 受 け る
土 地 の 所 在 及 び 地 番 認 可 年 月 日

氏 名 又 は 名 称 住 所

吉 田 利 夫 宇都宮市下平出町718
番地

宇都宮市下平出町3110番ほか５筆 平成27年12月14日

宮 田 好 三 日光市猪倉965番地３ 宇都宮市下平出町2582番１ほか１筆 平成27年12月14日

上 野 陽 史 宇都宮市石井町293番
地

宇都宮市上桑島町字前川原2354番ほ
か２筆

平成27年12月14日

齋 藤 芳 之 宇都宮市下田原町2018
番地

宇都宮市下田原町字中妻1881番１ 平成27年12月14日

農 事組合法人小里
代表理事　志鳥勝則

河内郡上三川町大字上
郷1486番地

河内郡上三川町大字上郷字塚田前
1086番ほか２筆

平成27年12月14日

藤 田 武 志 河内郡上三川町大字東
汗143番地

河内郡上三川町大字東汗字三反田
446番ほか６筆

平成27年12月14日

宇 津 木 　 信 　 一 河内郡上三川町大字西
汗1140番地１

河内郡上三川町大字西木代字定夫免
146番ほか１筆

平成27年12月14日

別 井 正 直 栃木市藤田町412番地 栃木市藤田町字木ノ宮42番ほか３筆 平成27年12月14日

田 中 　 保 栃木市大宮町975番地 栃木市藤田町字柳橋144番１ほか２
筆

平成27年12月14日

渡 邉 正 行 栃木市藤岡町蛭沼2005
番地

栃木市藤岡町部屋字姥塚765番ほか
３筆

平成27年12月14日

大 𣘺 　 豊 栃木市藤岡町蛭沼1934
番地

栃木市藤岡町部屋字手代1309番ほか
７筆

平成27年12月14日

谷 内 　 仁 栃木市藤岡町帯刀67番
地

栃木市藤岡町部屋字押出2423番１ほ
か４筆

平成27年12月14日

豊 岡 寛 美 さくら市鍛冶ケ澤212
番地

さくら市狹間田字蔵法内4552番ほか
２筆

平成27年12月14日
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（経営技術課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第589号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成27年12月22日から平成28年１月20日まで一般
の縦覧に供する。
　　平成27年12月22日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
道路の種類　一般国道
路　線　名　461号
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

前 那須郡那珂川町大内字左所2543-１から
那須郡那珂川町大内字進中2466-１まで 10.4 ～ 28.2 90.7

後 那須郡那珂川町大内字左所2543-１から
那須郡那珂川町大内字進中2466-１まで 10.4 ～ 14.4 90.7

Ⅱ
道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　折戸西那須野線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

259
前 那須塩原市接骨木字川添126-２から

那須塩原市接骨木字川添５-２まで 6.8 ～ 14.2 961.4

後 那須塩原市接骨木字川添126-２から
那須塩原市接骨木字川添５-２まで 11.4 ～ 14.9 961.4

Ⅲ
道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　小口黒羽線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

298
前 那須郡那珂川町小口字下広瀬1617-２から

那須郡那珂川町小口字下広瀬1622まで 31.1 ～ 34.9 16.0

後 那須郡那珂川町小口字下広瀬1617-２から
那須郡那珂川町小口字下広瀬1622まで 31.1 ～ 34.9 16.0

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第590号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成27年12月22日から平成28年１月20日まで一般
縦覧に供する。
　　平成27年12月22日
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栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

一 般 国 道 461 号 那須郡那珂川町大内字左所2543-１から
那須郡那珂川町大内字進中2455-１まで 平成27年12月22日

298 一 般 県 道
小 口 黒 羽 線

那須郡那珂川町小口字下広瀬1617-２から
那須郡那珂川町小口字下広瀬1622まで 平成27年12月22日

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────

訓 令

栃 木 県 訓 令 第 九 号

本 　 　 庁 　

出 先 機 関 　

　 栃 木 県 電 子 署 名 の 実 施 等 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

　 　 平 成 二 十 七 年 十 二 月 二 十 二 日

栃 木 県 知 事 　 　 福 　 　 田 　 　 富 　 　 一 　 　

　 　 　 栃 木 県 電 子 署 名 の 実 施 等 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

　 栃 木 県 電 子 署 名 の 実 施 等 に 関 す る 規 程 （ 平 成 十 六 年 栃 木 県 訓 令 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 三 条 中 「 電 子 署 名 に 係 る 地 方 公 共 団 体 の 認 証 業 務 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 」 を 「 電 子 署 名 等 に 係 る 地 方 公 共

団 体 情 報 シ ス テ ム 機 構 の 認 証 業 務 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 」 に 改 め る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 訓 令 は 、 平 成 二 十 八 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 文 書 学 事 課 )　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○特定非営利活動法人の設立の認証の申請
　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定により次のとおり特定非営利活動法人の
設立の認証の申請があったので、同条第２項の規定により公告する。
　なお、当該申請に係る同項に規定する書類は、栃木県県民生活部県民文化課において縦覧に供する。
　　平成27年12月22日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

申請のあっ
た 年 月 日

特定非営利活
動法人の名称

代 表 者 の
氏 名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的 縦覧期限

平成27年
12月８日

特定非営利活
動法人ふるさ
と益子

大岡　周久 栃木県芳賀郡益子町大
字益子804番地１

この法人は、障害のある人
の自立支援に関する事業を
行うと共に、障害のある人
が暮らしやすいまちづくり
に関する事業を行い、共に
明るく希望に満ちた地域社
会づくりに寄与することを
目的とする。

平成28年
２月８日

（県民文化課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○大規模小売店舗の変更の届出に係る意見の概要
　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第８条第３項の規定により、大規模小
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売店舗の変更に関する届出についての同条第１項の規定による意見の概要を次のとおり公告し、当該意見を平
成28年１月22日まで栃木県産業労働観光部経営支援課において縦覧に供する。
　　平成27年12月22日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　サンキさくら店・カワチ薬品さくら店
　　さくら市大字櫻野字五斗蒔447番　外
２　法第８条第１項の規定による意見の概要

市 町 村 名 意 見 の 概 要

さ く ら 市 意 見 な し

　───────────────────────────────────────────────
　　　○大規模小売店舗の変更の届出に係る県の意見の概要
　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第８条第４項の規定により、大規模小
売店舗の変更に関する届出に係る意見について通知したので、概要を次のとおり公告し、当該意見を平成28年
１月22日まで栃木県産業労働観光部経営支援課において縦覧に供する。
　　平成27年12月22日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　サンキさくら店・カワチ薬品さくら店
　　さくら市大字櫻野字五斗蒔447番　外
２　法第８条第４項の規定による意見の概要
　　意見なし

（経営支援課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○農用地利用配分計画の縦覧等
　農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号）第18条第１項の規定により、農地中間管理
機構から農用地利用配分計画の認可の申請があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告し、当該農
用地利用配分計画を、栃木県農政部経営技術課及び所轄農業振興事務所において、平成27年12月22日から平成
28年１月５日まで縦覧に供する。
　なお、同項の規定により、利害関係人は、縦覧期間満了の日までに知事に意見書を提出することができる。
　　平成27年12月22日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

賃 借 権 の 設 定 等 を 受 け る 者
賃借権の設定等を受ける土地の所在及び地番

氏 名 又 は 名 称 住 所

黒 崎 俊 行 芳賀郡芳賀町大字打越新田191番
地

宇都宮市氷室町字打越境３番ほか１筆

𣘺 本 和 于 真岡市東沼709番地２ 真岡市東大島2205番１ほか１筆

川 又 洋 一 真岡市寺分307番地１ 真岡市下大沼331番ほか10筆

株 式会社星野イー
ファーム
代表取締役　星野能伸

真岡市久下田1293番地１ 真岡市桑ノ川字上谷848番

亀 田 　 隆 真岡市上江連452番地 真岡市長沼3074番ほか５筆

細 島 良 德 真岡市沖611番地 真岡市鹿字車塚2448番
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野 澤 信 明 茨城県筑西市下高田213番地 真岡市阿部品字深谷618番２

野 沢 信 一 真岡市君島268番地 真岡市君島519番ほか４筆

鈴 木 正 己 宇都宮市上籠谷町2732番地 真岡市下籠谷2027番ほか１筆

株式会社未来ちゃん
ファーム
代表取締役　仁平一雄

真岡市八條95番地 真岡市粕田1285番

山 川 文 男 真岡市根本1909番地 真岡市根本字上原305番２ほか５筆

小 山 考 一 真岡市下籠谷1837番地 真岡市下籠谷4757番１ほか３筆

黒 崎 俊 行 芳賀郡芳賀町大字打越新田191番
地

芳賀郡芳賀町大字打越新田字打越88番１ほか
８筆

石 下 真 吾 芳賀郡芳賀町大字東水沼2426番地 芳賀郡芳賀町大字東水沼字唐桶3339番ほか６
筆

農業栃木農事組合法人
代表理事　渡邉和男

栃木市惣社町824番地２ 栃木市大塚町字道金1298番３ほか３筆

渡 邉 昭 男 栃木市都賀町木883番地 栃木市都賀町木字三ツ家3404番１ほか２筆

石 田 陽 一 下野市中大領246番地 下野市中大領826番２ほか１筆

大 越 一 雄 下野市笹原295番地11 下野市小金井字砂田1605番ほか３筆

小 松 大 起 下野市笹原302番地９ 下野市小金井字道金林1333番３ほか３筆

青 　 柳 　 健 太 郎 下野市小金井2495番地６ 下野市薬師寺字祇園原3311番59

橋 本 博 記 下都賀郡壬生町大字藤井200番地
４

下都賀郡壬生町大字藤井字島ノ内800番ほか
８筆

川 中 子 　 康 　 文 下都賀郡壬生町大師町28番16号 下都賀郡壬生町大字壬生丁字六美83番ほか１
筆

斎 藤 　 真 塩谷郡塩谷町大字大久保328番地 塩谷郡塩谷町大字大久保字久保102番ほか１
筆

田 中 良 一 塩谷郡塩谷町大字鳥羽新田116番
地

塩谷郡塩谷町大字鳥羽新田字百反畑135番１
ほか15筆

小 口 和 男 那須烏山市志鳥2623番地４ 那須烏山市志鳥字西久根1004番ほか４筆

関 　 閣 夫 那須烏山市八ケ代688番地１ 那須烏山市八ケ代字ブツキ内471番３ほか９
筆

森 林 孝 一 那須烏山市志鳥2256番地 那須烏山市熊田字雉子尾1658番ほか８筆

松 本 　 茂 大田原市桧木沢937番地１ 大田原市桧木沢字上ノ台246番ほか11筆

深 澤 邦 道 大田原市蛭田417番地 大田原市蛭田字上福田５番１ほか２筆

津 久 井 　 勝 　 之 大田原市上奥沢534番地 大田原市小滝字小峯崎1029番317ほか２筆

生 田 目 　 一 　 延 大田原市大輪1224番地 大田原市大輪字牛居渕197番１ほか３筆

磯 　 信 一 大田原市北滝321番地 大田原市北滝字田島579番１ほか８筆

舘 野 　 勲 大田原市湯津上５番地９ 大田原市湯津上字侍塚197番ほか４筆

郡 司 裕 一 大田原市佐良土2039番地 大田原市佐良土字上ノ原2879番

農事組合法人片田営農
組合
代表理事　齋藤勉

大田原市片田942番地 大田原市片田字舟橋776番１ほか３筆
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株式会社秋本農園
代表取締役　秋本則夫

大田原市蛭畑788番地 大田原市蛭畑字大峯下2764番ほか８筆

株式会社前田牧場
代表取締役　前田昭

大田原市奥沢111番地 大田原市南金丸字馬場1949番ほか８筆

松 本 市 夫 那須塩原市百村977番地 那須塩原市百村字久林堂1644番ほか６筆

前 田 公 一 那須塩原市寺子2165番地 那須塩原市寺子字仲田839番１ほか８筆

榎 本 建 司 那須塩原市北二つ室350番地 那須塩原市北二つ室350番30ほか５筆

菊 地 喜 芳 那須塩原市箕輪464番地 那須塩原市高林字前原1839番ほか14筆

（経営技術課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○県営土地改良事業の工事完了
　県営土地改良事業について次のとおり工事が完了したので、土地改良法（昭和24年法律第195号）第113条の
２第３項の規定により公告する。
　　平成27年12月22日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

事 業 名 完 了 年 月 日

県営針ヶ谷地区土地改良（区画整理）事業 平成27年３月31日

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────


